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額
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交付対象
経費

起債額 一般財源

181,886,839 - - 158,197,000 - 23,689,839 

1
低所得世帯支援給付
金給付事業

新型コロナウイルスの感染拡大及び
長期化、電気料・ガス料金・食料品価
格等の物価高騰の影響を特に受けて
いる低所得世帯に対し、今後も物価
高騰が続くと想定されたことから、そ
の影響を緩和するため緊急的な生活
支援対策として1世帯につき30,000円
の支援給付金を給付

給付金　74,250,000円
　（令和5年度住民税非課税世帯2,475世帯×30千円）

事務費　 4,774,678円
 （電算業務委託料3,984,750円、郵便料等789,928円）

79,024,678 79,024,000 678 

・周知方法：町HP及び広報７月号、11月号掲載
・支給対象者：令和5年6月1日時点で八雲町に住所を有
する令和5年度住民税非課税世帯の世帯主
・申請方法：申請書類の直接持参及び郵送
・申請期間：令和5年8月4日～令和5年11月30日
・事業実施期間：令和5年6月7日～令和6年3月31日

成果目標：給付金給付対象世帯数の95％以上への給
付
成果：給付金給付対象世帯数の94.2％への給付
（給付金給付世帯数（実績）2,475世帯、給付金給付対象
世帯数2,626世帯）

評価：新型コロナウイルスの感染拡大及び長期化、電気
料・ガス料金・食料品価格等の物価高騰の影響を特に
受けている低所得世帯に対し給付することで、その影響
を緩和することができた。

2
子育て世帯への給付
金給付事業

新型コロナウイルスの感染拡大及び
長期化、電気料・ガス料金・食料品価
格等の物価高騰の影響を特に受けて
いる子育て世帯に対し、今後も物価
高騰が続くと想定されたことから、そ
の影響を緩和するため緊急的な生活
支援対策として児童1人につき50,000
円の支援給付金を給付

給付金　92,500,000円
　（児童1,850人×50千円）

事務費　 3,227,786円
（電算業務委託料2,944,150円、広報掲載料9,240円、
　郵便料等274,396円）

95,727,786 77,723,000 18,004,786 

・周知方法：町HP、町公式LINE及び広報７月号掲載
・支給対象者：令和5年4月1日時点で18歳以下である児
童の保護者（ただし、令和5年6月1日時点で八雲町に住
民登録のある者）
・申請方法：申請書類の直接持参及び郵送
・申請期間：令和5年7月21日～令和6年2月14日
・事業実施期間：令和5年6月7日～令和6年3月12日

成果目標：給付金給付対象人数の95％以上への給付
成果：給付金給付対象人数の100％への給付
（給付金給付人数（実績）1,850人、給付金給付対象人数
1,850人）

評価：新型コロナウイルスの感染拡大及び長期化、電気
料・ガス料金・食料品価格等の物価高騰の影響を特に
受けている子育て世帯に対し給付することで、その影響
を緩和することができた。

3
化学肥料価格高騰緊
急対策事業

新型コロナウイルスの感染拡大と長
期化及び国際情勢の不安や為替等
の影響により化学肥料原料が高騰し
ていることから、農業者が直面する肥
料価格高騰に対する負担軽減を図る
ことを目的に化学肥料購入費の一部
を補助

補助金　7,134,375円
　（化学肥料1トンあたり3,125円×2,283トン）

7,134,375 1,450,000 5,684,375 

・周知方法：町HPに掲載
・支給対象者：八雲町で現に農業経営を営む個人また
は法人等
・対象化学肥料：令和5年6月1日から令和5年12月31日
までの間に発注される化学肥料
・新函館農業協同組合が申請を取りまとめ町に補助申
請。町が交付決定後、新函館農業協同組合に支給。
・事業実施期間：令和5年12月22日～令和6年3月28日

成果目標：廃業者数　0件
成果：廃業者数　1件（事業実施期間中(R5.12.22～
R6.3.28)の実績数。「新函館農業協同組合集計」により
集計）
　

評価：新型コロナウイルスの感染拡大と長期化及び国
際情勢の不安や為替等の影響により高騰している化学
肥料購入費の一部を補助することで、農業者が直面す
る肥料価格高騰に対する負担を軽減することができた。

効果・検証
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